
1 
 

【店舗用】令和 7年度「冬のあおたびキャンペーン」実施概要 
 

１ はじめに 
県と青森県旅館ホテル生活衛生同業組合（以下、「県旅館ホテル組合」という）では、

冬季における県民の県内周遊を促進し、観光消費拡大を図るため、県民を対象とする宿泊
キャンペーンとして「冬のあおたびキャンペーン」を実施します。 
県では、新聞広告や web サイトのほか、TV 番組や SNS 等を活用した幅広いプロモー

ションを実施します。 
 
 本キャンペーンの実施目的に賛同いただき、参加いただける店舗様を募集します！ 
 実施概要をご確認の上、是非ご検討ください。青森の「冬」を一緒に盛り上げましょう！ 
 
 
参考：「冬のあおたびキャンペーン」とは 
（１）期間…令和７年１２月１日～令和８年３月３１日 
（２）概要…青森県民が県内の宿泊施設に泊まると、宿からの特典（割引やサービス）を 

受けられるほか、県内の土産物店や飲食店でも特典を受けられるキャンペー 
ン。（別添チラシを併せてご覧ください） 

 
２．ご協力いただきたい内容 
 「冬のあおたびキャンペーン」で参加者に配られる「あおたびクーポン（仮称）」を提出
したお客様向けの、利用特典提供に御協力ください。 
 
※特典の内容は、各店舗様の裁量によりお決めいただいて結構です。 
※一度に使えるクーポンの枚数も、各店舗様の裁量によりお決めいただいて結構です。 
※特典提供に係る、県の経費補助はありません。 
※【注意】「消費税サービス」、「消費税分還元」、「消費税相当分ポイント付与」など、あ
たかも消費者が消費税を負担していない又は軽減されているかのような誤認を与える
ものは法律で禁止されています。ご注意ください。 

※詳しい注意事項は別紙をご覧ください。 
 
【参考】前回のキャンペーン（R7.1 月～３月）の際の、利用特典の例 
 ・税別△△円以上のお会計で◇◇１個プレゼント 
 ・ソフトドリンク１杯サービス 
 ・予約料金から□％オフ 
 ・会計時にクーポン提示で〇％オフ 等 
３．「冬のあおたびクーポン」とは 
（１） 仕  様：5 枚つづりの紙製のクーポン（１枚ずつちぎって使うタイプ） 
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（２） 利用期限：チェックイン日から 7 日後まで 
        （例：12 月 1 日チェックイン→12 月 8 日まで利用可能） 
（３） 配付場所：「冬のあおたびキャンペーン」に参加する宿泊施設 

※チェックインの際に配付します。 
（３） 利用期限：令和８年４月７日まで（3 月３１日配布分） 
 

４．キャンペーンに参加いただくメリット 
◎ キャンペーン利用者が特典を目当てに来店されることにより、参加店舗における新た

な消費の創出に繋がります。 
◎ 特典の提供は、本キャンペーン利用者が店舗を選択するの際のインセンティブとなり、

利用される可能性が高くなります。 
 
５ 参加登録方法 
  本キャンペーンの参加を希望する店舗は、下記いずれかの方法により参加申請登録をお
願いいたします。入力内容の確認後、参加要件に合致しない等の理由により参加をお断り
する場合のみ、事務局からご連絡をさせていただく予定です。 

 
 ＜参加登録方法＞ 

① 【おすすめ！】右記 QRコードを読み込み、アクセス後の 
入力フォームに必要事項を入力の上、送信してください。 
 スマートフォンからの参加申請が可能です。 
 上記方法で申請いただいた場合には、（様式 1）のご提出は不要です。 

 
② （様式 1）「『あおたびクーポン』取扱店舗・参加申込書」を、下記事務局まで 

メールまたは FAXにより（対応できない場合には郵送も可）送信してください。  
 

  ＜お問い合わせ先＞ 
   冬のあおたびキャンペーン事務局（青森県委託先） 
    〒030-0965青森県青森市松森 1-8-1 青森放送地域ビジネス開発部 
    電話：0120-039-041 FAX：017-739-7646 メール：info@fuyuno-aotabi.jp 
    【電話受付時間】 

令和 7年 9月 8 日（月）～令和 7年 11 月 30日（日） 平日：10時～18時 

令和 7年 12 月 1日（月）～令和 8年 4 月 7日（火）  平日：10時～20時 

※年末年始：令和 7年 12 月 27日（土）～令和 8年 1月 4日（日）はお休みです。 

 
 
 
 

参加登録用 QR 



3 
 

６ 利用実績の報告について 
  事前に「報告用封筒」を 計 5枚（集計期間 4枚＋予備 1枚） 配布いたします。 

各集計期間ごとに、利用者から回収したクーポンを対応する報告用封筒にまとめて入
れ、事務局までご郵送ください。 

（例）12 月に利用されたクーポン 
→「12 月報告用封筒」にまとめて入れ 1/10（土）までに事務局へ郵送する 

※報告は計 5 回行っていただきます。予備封筒は紛失・破損時にご利用ください。 
※クーポンは次回報告まで必ず保管し、紛失しないようご注意ください。 
 
各集計期間と「報告用封筒」の郵送期限は下記の通りです。 
 集計期間 「報告用封筒」郵送期限 
1 回目 25/12/1（木）～25/12/31（水） 26/1/10（土） 
2 回目 26/1/1（木）～26/1/31（土） 26/2/10（火） 
3 回目 26/2/1（日）～26/3/10（火） 26/3/20（金） 
4 回目 26/3/11（水）～26/4/7（火） 26/4/17（金） 

 
なお、集約した利用実績につきましては、本キャンペーンの参加事業者にも共有させて

いただく予定ですが、個別の店舗の利用状況につきましては公表いたしせんので、予めご
了承ください。 

 
＜お問い合わせ先＞ 

   冬のあおたびキャンペーン事務局（青森県委託先） 
    〒030-0965青森県青森市松森 1-8-1 青森放送地域ビジネス開発部 
    電話：0120-039-041 FAX：017-739-7646 メール：info@fuyuno-aotabi.jp 
    【電話受付時間】 

令和 7年 9月 8 日（月）～令和 7年 11 月 30日（日） 平日：10時～18時 

令和 7年 12 月 1日（月）～令和 8年 4 月 7日（火）  平日：10時～20時 

※年末年始：令和 7年 12 月 27日（土）～令和 8年 1月 4日（日）はお休みです。 


